
















  

役 員 名 簿 

 

特定非営利活動法人巧 

記 

 

役職名 

 

 

氏 名 

 

住 所 又 は 居 所 

 

報酬の有無 

理事長  大嶋 由嘉  無 

理事 前澤 保  有 

理事 森井 信次  無 

理事 藤堂 貞昭  無 

理事 上田 清彦  無 

監事 田中 輝男  無 

 

 
   

 

 
   

    

 

備考 

１ 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。 

２ 「住所又は居所」の欄には、条例第２条第２項に掲げる書面（住民票等）によ

って証された住所又は居所を記載する。 

３ 「報酬の有無」の欄には、定款の定めに従い報酬を受ける役員には「有」、報

酬を受けない役員には「無」を記入する。 

４ 役員総数に対する報酬を受ける役員数（「報酬の有無」欄の「有」の数）の割

合は、３分の１以下でなければならない（法第２条第２項第１号ロ）。 

 







 

 

設立当初の事業年度の事業計画書 

 

法人成立の日から令和９年３月 31 日まで 

 

特定非営利活動法人巧 

 

１ 事業実施の方針 

・設立当初の事業年度は、以下の事業を確実に実施することを目標とする。 

・本法人の事業内容をより多くの市民に知っていただくため、ホームページ

の作成及び作業所の建築を行い、通所している利用者の指導や訓練を行う。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の実施

予定日時 

(B)当該事業の実施

予定場所 

(C)従事者の予定人

数 

(D)受益対象者 

の範囲 

(E)予定人数 

事業費の 

予算額 

（単位：千円） 

社会福祉事業 

（A 型事業所） 

ホームページの作成 (A)4 月から 7 月 

 

（D）（E） 

不特定多数 

        

200 

     

社会福祉事業 

（A 型事業所） 
巧作業所建築 (A)4 月から 11 月 

 

（D）（E） 

不特定多数 

  26,500 

社会福祉事業 

（A 型事業所） 
利用者作業訓練 (A)4 月から 9 時から

15 時 30 分 

(B)巧作業所 

(C)19 人 

(D)巧に登録す

る利用者 

 

(E)19 人 

 

 
47,460 

                                          計 74,160 

備考 

 １ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書をそれぞれ別葉として作成する。 

２ ２の「定款の事業名」の欄には、定款第５条に規定する事業名を記載する。 

３ ２の(1)のうち「受益対象者の範囲及び予定人数」の欄には、具体的な受益対象者

及び予定人数を記載する。 

４ ２の「支出見込額」の欄には、活動予算書に記載する事業費との整合性を図るも

のとする。 

５ 定款上、「その他の事業」に関する事項を定めていない場合は、２の(2)の表は不

要とする。 



 

設立翌事業年度の事業計画書 

 

令和９年４月１日から令和 10 年３月 31 日まで 

 

特定非営利活動法人巧 

 

１ 事業実施の方針 

・設立翌事業年度は、以下の事業を確実に実施することを目標とする。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載した

事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の実施

予定日時 

(B)当該事業の実施

予定場所 

(C)従事者の予定人

数 

(D)受益対象者 

の範囲 

(E)予定人数 

事業費の 

予算額 
（単位：千円） 

社会福祉事業 

（A 型事業所） 

 

 

 

一般就労するための訓

練 

(A)9 時から 15 時 30

分 

(B)巧作業所 

(C)20 人 

 

 

(D)巧に登録す

る利用者 

(E)20 人 

 

47,345 

        計 47,345   

備考 

 １ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書をそれぞれ別葉として作成する。 

２ ２の「定款の事業名」の欄には、定款第５条に規定する事業名を記載する。 

３ ２の(1)のうち「受益対象者の範囲及び予定人数」の欄には、具体的な受益対象者

及び予定人数を記載する。 

４ ２の「支出見込額」の欄には、活動予算書に記載する事業費との整合性を図るも

のとする。 

５ 定款上、「その他の事業」に関する事項を定めていない場合は、２の(2)の表は不

要とする。 
 
 










